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人間ドック等補助規程 

 

 

（目 的）  

第１条 池友会健康保険組合（以下「組合」という）は、被保険者の健康づくりや疾病予防を推進す

ることを目的とし、人間ドック等の利用を促進する。  

 

（利用者の資格条件）  

第２条 人間ドック等の利用者の資格は、受診日の属する年度において満３５才以上の年齢に達する

被保険者及び被扶養者とする。 

 

（人間ドックの種類）  

第３条  この規程の人間ドック等とは、名称の如何を問わず、組合が各診療機関と締結した契約に

基づく｢日帰り人間ドック｣、｢脳ドック｣、「ＰＥＴドック」及びその他追加の受診項目を指すもの

とする。 

 

（受診手続） 

第４条 組合は当該年度に利用可能な診療機関、人間ドックの種類等を利用者に通知するものとする。 

２ 受診を希望する利用者は、受診する施設へ直接申し込みを行い、受診後に組合へ診療機関が発行

した領収書を添付した人間ドック検査費助成事業交付申請書を提出する。 

 

（受診補助）  

第５条 組合は利用者からの請求に基づき、人間ドックに係る費用を補助する。但し当該補助金は受

診した日の属する年度において１０,０００円を上限とする。 

２ 前項の受診補助は組合が契約を締結している診療機関のみを対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

附   則 
（施行期日） 

第１条 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 


